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モ
ン
ゴ
ル
の
民
が
大
帝
国
を
築
き
あ
げ
た
時
代
、
大
バ
ー
ン
以

下
、
王
族
・
諸
投
下
の
も
と
に
「
怯
蔀
」
と
呼
ば
れ
る
近
侍
組
織

が
存
在
し
た
。
鷹
匠
「
昔
宝
赤
」
は
こ
の
「
怯
薩
」
の
成
員
で
あ

り
、
鷹
狩
り
が
催
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
主
の
命
に
よ
り
、
朧
を
放

っ
て
獲
物
を
捕
ら
え
た
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
昔
宝
赤
が
鷹
狩
り
へ
の
従
事
の
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
職
掌

を
担
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
殊
に
バ
ー
ン
の
昔
宝
赤

に
関
し
て
は
史
料
が
い
く
つ
か
残
っ
て
お
り
、
狩
り
だ
け
で
な
く
、

選
定
・
飼
育
・
輸
送
と
い
っ
た
、
鷹
に
か
か
お
る
す
べ
て
を
統
括

し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
は
昔
宝
赤
の
職
掌
に
つ
い
て
、
関
連
史
料
を
引

用
し
、
簡
単
な
注
釈
を
加
え
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
。

Ａ
〈
打
捕
鷹
前
擾
民
事
〉

至
元
三
十
一
年
六
月
二
十
三
日
奏
。

　
「
月
的
迷
失
、
在
前
欽
奉
、
先
皇
帝
聖
旨
、
『
打
捕
的
鴉

前
・
黄
朧
・
角
鷹
・
双
鶴
、
好
底
、
差
人
将
上
来
者
。
夕
底
、

他
那
裏
飛
放
着
』
血
道
、
聖
旨
有
来
」
奏
呵
、
享
聖
旨

「
依
着
先
皇
帝
型
旨
」
磨
道
聖
旨
了
也
。
欽
此
。

又
、
於
七
月
十
八
日
、
昔
宝
赤
木
肢
刺
、
傅
奉
聖
旨
、
「
答

刺
草
将
来
底
鴉
前
、
ダ
有
。
月
的
迷
失
根
底
説
者
。
『
他
不

錯
了
有
。
将
鴉
前
来
者
。
差
好
人
、
将
上
来
者
』
」
産
道
。

欽
此
。

　
至
元
三
十
一
年
六
月
二
十
三
日
（
1
2
9
4
年
６
月
2
3
日
）

の
奏
上
。

　
　
「
月
的
迷
失
が
、
先
頃
謹
ん
で
い
た
だ
い
た
先
帝
（
世
祖
ク

ビ
ラ
イ
）
の
お
言
葉
で
は
、
『
捕
ら
え
た
鴉
前
・
黄
鷹
・
角

鷹
・
双
鶴
は
、
良
い
も
の
に
つ
い
て
は
人
を
派
遣
し
て
つ
れ
て

こ
い
。
悪
い
も
の
は
を
そ
の
場
で
逃
が
し
て
し
ま
え
』
と
い
う

こ
と
で
し
た
」
と
奏
上
し
た
な
ら
、
「
先
帝
（
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
）

の
お
言
葉
に
従
え
」
と
の
〔
バ
ー
ン
の
〕
お
言
葉
で
あ
る
ぞ
。

こ
れ
を
つ
つ
し
め
。

　
ま
た
、
七
月
十
八
日
（
同
年
７
月
1
8
日
）
に
、
昔
宝
赤
木
藤

剥
が
伝
え
て
よ
こ
し
た
バ
ー
ン
の
お
言
葉
で
は
、
「
答
刺
竿
が
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よ
こ
し
て
く
る
鴉
鵬
は
悪
い
も
の
で
あ
る
。
月
的
迷
失
に
、

『
お
ま
え
な
ら
間
違
い
は
な
い
。
鴉
鵬
を
よ
こ
し
て
こ
い
。
ち

ゃ
ん
と
し
た
人
間
を
派
遣
し
て
鴉
前
を
よ
こ
す
の
だ
ぞ
』
と
伝

え
ろ
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
つ
つ
し
め
。

（
『
元
典
章
』
巻
三
十
八
・
兵
部
五
・
捕
猟
）

　
至
元
一
二
十
一
年
正
月
（
1
2
9
4
年
１
月
）
、
世
祖
ク
ビ
ラ
イ

が
崩
御
し
、
同
年
四
月
、
成
宗
テ
ム
ル
が
上
都
に
お
い
て
バ
ー
ン

に
即
位
し
た
（
『
元
史
』
本
紀
）
。

　
本
案
件
は
同
年
六
月
、
バ
ー
ン
の
代
替
り
に
あ
た
っ
て
月
的
迷

失
が
奏
上
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
、
ク
ビ
ラ
イ
期
と
同
様
の
権

益
に
関
す
る
認
可
を
、
改
め
て
新
帝
に
仰
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　
以
前
か
ら
バ
ー
ン
に
鷹
を
献
上
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
人

物
は
、
至
元
二
十
一
年
二
月
（
1
2
8
4
年
２
月
）
、
広
東
宣
慰

使
と
し
て
兵
を
率
い
、
潮
州
路
を
平
定
し
て
い
る
（
『
元
史
』
本

紀
・
世
祖
十
、
地
理
志
五
・
潮
州
路
の
条
）
。
そ
の
後
の
記
録
で

は
、
至
元
二
十
三
年
か
ら
三
十
一
年
六
月
（
1
2
8
6
年
か
ら
1

2
9
3
年
６
月
）
ま
で
江
西
行
枢
密
院
副
司
・
同
知
江
西
行
枢
密

院
事
等
の
任
に
あ
り
、
翌
七
月
に
は
平
章
政
事
を
加
え
ら
れ
て
い

る
（
『
元
史
』
地
理
志
五
・
潮
州
路
の
条
、
本
紀
・
世
祖
十
四
・

至
元
三
十
年
の
条
、
本
紀
・
成
宗
∇
至
元
三
十
一
年
の
粂
等
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
月
的
迷
失
は
至
元
二
十
一
年
二
月
の
潮
州
平
定
後
、

同
年
十
一
月
、
「
蔚
州
知
州
木
八
割
」
を
潮
州
達
魯
花
赤
に
推
挙

し
て
い
る
（
『
元
史
』
本
紀
・
世
祖
十
）
。

　
こ
の
推
挙
は
ク
ビ
ラ
イ
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
蔚
州

は
大
都
と
大
同
の
中
間
に
位
置
し
、
バ
ー
ン
の
禁
地
（
大
都
を
中

心
に
、
渫
州
・
河
開
府
・
中
山
府
・
宣
徳
府
に
及
ぶ
・
：
『
元
典

章
』
巻
三
十
八
・
兵
部
五
・
〈
禁
地
内
放
鷹
〉
）
の
中
に
存
在
す

る
。

　
つ
ま
り
、
「
蔚
州
知
州
木
八
刺
」
は
狩
り
に
か
か
わ
っ
て
い
た

可
能
性
も
あ
り
、
時
期
的
な
面
、
潮
州
・
蔚
州
と
い
う
官
職
名
か

ら
窺
え
る
地
理
的
関
連
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
と
、
本
案
件
上
の
昔

宝
赤
木
殷
刺
と
「
蔚
州
知
州
木
八
割
」
と
は
同
｝
人
物
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
答
刺
草
」
に
つ
い
て
は
、
本
案
件
と
時
代
が
重
な
る
人
物
と

し
て
、
昭
刺
昭
孫
、
賞
典
赤
伯
顔
の
二
名
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
昭
則
昭
孫
は
、
至
元
二
十
八
年
（
1
2
9
1
年
）
か
ら
、
大
徳

二
年
（
1
2
9
8
年
）
江
浙
行
省
左
丞
相
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
湖

広
行
省
平
章
政
事
で
あ
り
、
薗
か
に
答
刺
草
の
称
号
で
呼
ば
れ
て

い
る
（
『
元
史
』
喰
割
昭
孫
伝
）
。

　
一
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一
方
、
『
元
史
人
名
索
引
』
は
、
『
元
史
』
地
理
志
六
・
八
番
順

元
蛮
夷
官
の
４
　
に
記
さ
れ
る
「
平
章
答
刺
牢
」
を
費
典
赤
伯
顔
と

同
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寞
典
赤
伯
顔
に
関
す
る
他
の
記
述
は
、

当
人
が
答
刺
草
の
称
号
を
有
し
て
い
た
か
否
か
に
は
一
切
触
れ
て

お
ら
ず
、
加
え
て
、
右
の
「
平
章
答
刺
牢
」
は
、
至
元
三
十
年

（
1
2
9
3
年
）
の
、
思
州
・
播
州
の
隷
属
を
め
ぐ
る
四
川
行

省
’
湖
広
行
省
間
の
や
り
と
り
を
記
し
た
、
次
の
よ
う
な
文
章
に

登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　
〔
至
元
〕
二
十
八
年
、
楊
勝
の
請
い
に
従
い
、
八
番
の
洞
蛮

を
割
き
て
、
四
川
行
省
よ
り
湖
広
行
省
に
隷
せ
し
む
。

　
〔
至
元
〕
三
十
年
、
四
川
行
省
官
言
う
、
「
思
・
播
州
、
元

は
四
川
に
隷
す
。
近
ご
ろ
改
め
て
湖
広
に
入
る
。
今
土
人
、

其
の
旧
に
よ
る
を
願
う
」
旨
有
り
て
遣
悶
し
、
還
り
て
云
う

に
、
「
田
氏
・
楊
氏
言
う
『
昨
に
闘
廷
に
赴
き
た
る
に
、
道

を
湖
広
に
取
る
は
甚
だ
便
た
り
。
況
ん
や
百
姓
を
相
憐
れ
み
、

駅
伝
己
に
立
つ
。
願
わ
く
は
平
章
答
刺
草
に
隷
せ
し
め
ん
』
」

　
文
脈
上
、
こ
の
『
元
史
』
地
理
志
六
・
八
番
順
元
蛮
夷
官
の
条

に
あ
ら
わ
れ
る
「
平
章
答
刺
牢
」
は
、
お
そ
ら
く
湖
広
平
章
答
刺

牢
、
つ
ま
り
は
絵
刺
絵
孫
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
『
元
史
人
名
索

引
』
の
同
定
は
誤
り
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
従
っ
て
、
本
案
件
の
「
答
刺
草
」
と
は
、
絵
利
絵
孫
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。

　
さ
て
、
Ａ
の
案
件
に
戻
る
な
ら
ば
、
こ
の
史
料
は
第
一
に
、
昔

宝
赤
が
朧
の
選
定
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、

鷹
に
か
か
わ
る
バ
ー
ン
の
命
令
が
降
さ
れ
た
と
き
、
昔
宝
赤
が

「
使
臣
」
と
な
っ
て
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

次
に
、
鷹
の
飼
育
に
か
か
わ
る
史
料
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

Ｂ
〈
応
副
朧
食
分
例
〉

至
元
八
年
八
月
、
尚
書
省
准
中
書
省
沓
。

為
順
天
路
劉
五
十
、
為
収
住
兎
賄
、
不
還
官
司
、
用
牛

肉
隈
死
。
都
省
取
招
、
決
詑
四
十
七
下
。
奏
、
奉
聖
旨
。

　
「
既
是
那
般
呵
、
打
也
不
合
打
。
哨
巳
前
、
為
這
〔
拿
〕
着

原
不
還
官
司
底
人
教
死
者
、
座
道
行
下
文
字
来
、
那
底
貳

重
有
。
今
巳
後
、
海
青
鷹
鵬
等
拿
着
呵
、
理
會
的
人
於
就
近

官
司
便
送
納
者
。
不
理
會
底
人
於
暗
房
子
裏
、
１
　
下
海
１
　
鷹

賄
等
、
教
人
看
、
管
休
教
猫
入
去
、
即
便
於
就
近
官
司
説
丁
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着
。
官
司
取
去
、
差
會
養
原
的
好
人
送
来
着
。
那
般
行
文
書

者
。
欽
此
」

遍
行
各
路
、
出
榜
所
柿
。
収
住
合
頓
原
食
、
今
約
量
擬
定

下
項
数
目
。
価
令
食
用
新
肉
。
如
元
新
羊
肉
、
殺
当
鶏
者
。

省
府
除
外
、
仰
照
験
施
行
。

海
青
・
兎
前
　
早
晨
二
両
　
後
餉
三
両

鷹
兄
・
鴉
鶴
　
早
晨
一
両
　
後
餉
二
両

至
元
八
年
八
月
（
1
2
7
1
年
８
月
）
、
尚
書
省
が
受
理
し

た
中
書
省
の
沓
。

順
天
路
の
劉
五
十
〔
な
る
者
〕
が
、
兎
鵬
を
捕
ま
え
だ
の
に

役
所
に
送
っ
て
こ
ず
、
牛
肉
を
食
わ
せ
て
死
な
せ
た
の
で
、

呼
び
つ
け
て
、
四
十
七
の
下
打
つ
と
裁
決
し
ま
し
た
。
と
奏

上
し
、
謹
ん
で
バ
ー
ン
の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。

　
「
既
に
そ
の
よ
う
に
〔
裁
判
を
降
し
た
〕
な
ら
ば
、
打
ち
た

く
て
も
〔
そ
れ
以
上
〕
打
つ
べ
き
で
は
な
い
。
我
ら
は
以
前
、

原
を
捕
ま
え
て
も
役
所
へ
送
ら
な
い
者
は
殺
せ
、
と
文
書
を

廻
し
た
が
、
そ
の
刑
は
あ
ま
り
に
も
重
い
〔
の
で
や
め
て
し

ま
え
〕
。
も
し
も
今
後
、
海
青
・
鷹
賄
を
捕
ま
え
た
場
合
、

鷹
の
扱
い
方
を
知
っ
て
い
る
者
な
ら
、
近
く
の
役
所
へ
す
み

　
や
か
に
納
め
ろ
。
鷹
の
扱
い
方
を
し
ら
な
い
者
な
ら
ば
、
暗

　
い
小
屋
の
な
か
に
鷹
を
置
き
、
猫
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
人

　
に
見
張
ら
せ
、
す
ぐ
に
近
く
の
役
所
に
言
っ
て
こ
い
。
役
所

　
は
〔
朧
を
〕
受
け
取
り
に
い
き
、
朧
を
飼
う
こ
と
の
で
き
る

　
ち
ゃ
ん
と
し
た
人
間
を
遣
わ
し
て
〔
我
々
の
も
と
に
〕
送
っ

　
て
こ
さ
せ
ろ
。
こ
の
よ
う
に
文
書
を
廻
せ
。
こ
れ
を
つ
つ
し

　
め
」

　
各
路
に
遍
く
文
書
を
廻
し
て
こ
れ
を
掲
示
し
、
捕
ま
え
た

　
〔
識
に
〕
与
え
る
べ
き
餌
に
つ
い
て
は
、
今
、
ラ
ン
ク
に
し

　
た
が
っ
て
案
作
り
を
し
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。
な
お
、

　
新
鮮
な
肉
を
も
ち
い
て
食
べ
さ
せ
、
も
し
も
新
鮮
な
羊
の
肉

　
が
な
け
れ
ば
、
ニ
ワ
ト
リ
を
殺
し
て
与
え
ろ
。
中
書
省
は
、

　
以
上
の
こ
と
に
従
う
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
調
査
し
て
施

　
行
す
る
よ
う
〔
下
級
の
役
所
に
〕
命
じ
る
。

　
海
青
・
兎
前
　
朝
に
二
両
　
午
後
に
三
両

　
鷹
見
・
鴉
前
　
朝
に
一
両
　
午
後
に
二
両

　
（
『
元
典
章
』
巻
十
六
・
戸
部
二
・
分
例
）

こ
の
Ｂ
の
案
件
に
よ
る
と
、
朧
に
関
し
て
ま
っ
た
く
の
素
人

　
一
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（
劉
五
十
）
が
、
鷹
に
牛
肉
を
与
え
て
死
な
せ
て
い
る
。
鷹
の
餌

に
つ
い
て
は
何
の
肉
で
も
良
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
と
く
に
新

鮮
な
物
を
、
定
め
ら
れ
た
分
量
で
、
朝
晩
の
二
回
に
分
け
て
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、
鷹
は
非
常
に
繊
細
な
生
き
も
の
で
あ
り
、
上
手
く
飼
育

す
る
に
は
、
「
會
養
鷹
的
好
人
（
原
を
飼
う
こ
と
の
で
き
る
ち
ゃ

ん
と
し
た
人
間
）
」
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
會
養
鷹
的
好
人
」

と
は
、
Ａ
の
案
件
の
「
好
人
（
ち
ゃ
ん
と
し
た
人
間
）
」
も
同
様

で
あ
る
が
、
原
の
生
態
に
関
す
る
知
識
と
飼
育
の
技
術
を
兼
ね
備

え
た
人
員
の
こ
と
を
言
う
と
思
わ
れ
、
当
然
、
昔
宝
赤
の
こ
と
も

含
か
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
鷹
の
輸
送
に
関
連
す
る
史
料
を
『
元
典
章
』
の
な
か
か

ら
二
つ
引
用
し
て
お
こ
う
。

Ｃ
〈
打
捕
鷹
圃
濫
騎
鋪
馬
〉

大
徳
七
年
三
月
　
江
浙
行
省
准
中
書
省
舎
。

通
政
院
呈
。

　
「
打
捕
朧
房
総
管
府
、
出
給
文
憑
付
、
忽
都
不
花
等
、
於
鎖

江
路
黄
山
等
處
地
面
、
打
捕
朧
速
起
給
鋪
馬
。
即
係
、
不
忠

人
数
難
以
感
付
施
行
間
、
平
江
路
中
亦
、
『
為
腹
房
総
管
府

牒
、
鎮
守
平
江
十
字
万
戸
府
達
魯
花
赤
和
尚
、
於
本
路
管
下

地
面
、
西
山
等
處
、
打
捕
拘
模
腹
速
、
毎
年
筆
架
進
呈
。
如

有
打
到
鷹
速
、
験
数
恣
付
馬
疋
、
移
沓
行
下
合
属
禁
治
。
希

俗
回
示
』
」

都
省
議
得
、
万
戸
府
達
魯
花
赤
和
尚
、
即
係
、
専
一
鎮
守
管

軍
官
之
職
。
却
嗇
腹
房
総
管
府
文
字
、
於
有
主
山
場
地
面
、

打
捕
拘
模
鷹
速
、
濫
騎
鋪
馬
。
合
准
行
省
所
擬
禁
治
。
俗
請

照
験
数
施
行
。

大
徳
七
年
三
月
（
1
3
0
3
年
３
月
）
、
江
浙
行
省
が
中
書

省
の
俗
を
受
け
た
。

通
政
院
の
呈
に
よ
る
と
。

　
「
打
捕
鷹
房
総
管
府
が
忽
都
不
花
等
に
、
鎮
江
路
の
黄
山
等

の
地
で
鷹
を
捕
ま
え
た
り
、
鋪
馬
の
支
給
を
う
け
る
〔
こ
と

を
許
可
す
る
〕
証
明
書
を
与
え
ま
し
た
。
〔
し
か
し
忽
帽
不

花
等
は
、
鋪
馬
の
支
給
を
受
け
る
〕
し
か
る
べ
き
人
員
の
中

に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
支
給
を
実
施
で
き
な
い
で
お
り

ま
す
。
〔
そ
う
し
た
〕
時
に
、
平
江
路
の
申
が
ま
た
〔
来
子
、

『
原
房
総
管
府
が
牒
文
を
発
給
し
た
た
め
、
鎮
守
平
江
十
字

五
戸
府
達
魯
花
赤
和
尚
が
、
本
路
（
平
江
路
）
の
管
轄
下
の

5
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地
で
あ
る
西
山
等
の
場
所
で
、
朧
を
捕
ら
え
て
選
定
し
、
毎

年
さ
さ
げ
持
っ
て
進
呈
す
る
〔
こ
と
に
な
り
ま
し
た
〕
。
Ｉ

れ
に
つ
い
て
は
、
〕
朧
を
捕
ら
え
た
な
ら
朧
の
数
を
調
べ
、

〔
そ
の
数
に
見
合
っ
た
〕
鋪
馬
を
支
給
す
る
よ
う
文
書
を
や

り
と
り
し
、
下
級
の
役
所
に
廻
し
て
整
備
し
よ
う
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
〔
つ
い
て
は
〕
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
』

と
い
っ
て
き
ま
し
た
」
〔
と
の
こ
と
で
あ
る
。
〕

中
書
省
が
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
万
戸
府
達
魯
花
赤
和
尚
は
、

も
っ
ぱ
ら
鎮
守
管
軍
官
の
職
に
あ
る
。
し
か
し
、
〔
管
轄
外

の
〕
鷹
房
総
管
府
の
許
可
証
を
も
ら
い
、
領
主
の
い
る
山
場

（
い
ず
れ
か
の
領
主
の
禁
地
）
で
、
朧
を
捕
ら
え
て
選
定
し

た
り
、
む
や
み
に
鋪
馬
に
乗
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｉ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〕
行
省
（
江
浙
行
省
）
の
案
ど
お

り
、
禁
令
を
出
す
べ
き
で
あ
る
。
〔
よ
っ
て
〕
告
文
を
降
す

ゆ
え
、
調
査
し
て
実
施
せ
よ
。

（
『
元
典
章
』
巻
三
十
六
’
兵
部
三
・
駅
姑
）

　
駅
姑
を
管
轄
す
る
通
政
院
が
、
鎮
江
路
（
江
浙
行
省
に
属
す
）

の
忽
都
不
花
等
に
対
す
る
鋪
馬
の
支
給
を
見
合
わ
せ
て
い
た
間

に
、
平
江
路
（
こ
ち
ら
も
江
浙
行
省
に
属
す
）
か
ら
江
浙
行
省
の

議
案
付
き
で
、
同
様
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
。

　
通
政
院
は
上
中
し
て
中
書
省
の
指
示
を
仰
い
で
お
り
、
そ
れ
に

対
す
る
中
書
省
の
回
答
は
、
「
江
浙
行
省
の
議
案
ど
お
り
に
行
な

え
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
訴
え
を
記
し
た
文
書
は
、
お
そ
ら
く
鎮
江
路
・
平
江
路
↓
（
江

浙
行
省
）
↓
（
中
書
省
）
↓
通
政
院
↓
中
書
省
↓
行
省
↓
（
路
）

と
い
う
経
路
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
通
政
院
は
、
駅
姑
や
鋪
馬
の
使
用
を
許
可
し
た
名
簿
録
の

よ
う
な
も
の
を
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
忽
都
不
花
と
和
尚
の
名
は
『
元
史
』
に
数
名
検
索
で
き

る
が
、
Ｃ
の
案
件
と
の
関
連
を
立
証
で
き
る
人
物
は
見
当
か
ら
な

り　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
Ｃ
の
案
件
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
忽

都
不
花
や
和
尚
等
に
対
す
る
打
捕
鷹
房
総
管
府
の
対
応
で
あ
る
。

本
来
、
忽
都
不
花
や
和
尚
は
駅
姑
や
鋪
馬
を
許
可
な
く
使
用
で
き

な
い
。
し
か
し
、
打
捕
原
房
総
管
府
は
許
可
証
を
発
給
し
、
原
の

捕
獲
や
輸
送
に
用
い
る
鋪
馬
の
使
用
を
、
独
自
の
裁
量
で
認
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
駅
姑
ル
ー
ト
を
管
轄
す
る
通
政
院
は
自
分
か
ち

の
職
分
・
職
責
が
侵
さ
れ
て
い
る
と
異
議
を
唱
え
た
の
だ
が
、
中

書
省
の
回
答
は
打
捕
原
房
総
管
府
の
行
為
を
実
質
的
に
認
め
る
も
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の
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
中
書
省
が
従
う
よ
う
に
指
示

し
た
江
浙
行
省
の
議
案
に
よ
れ
ば
、
捕
ら
え
た
鷹
の
数
に
見
合
っ

た
輸
送
用
の
鋪
馬
は
、
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
鷹
の
捕

獲
や
輸
送
に
関
す
る
、
必
要
以
上
の
鋪
馬
の
要
求
が
禁
止
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
忽
都
不
花
と
和
尚
は
、
毎
年
原
を
捕
ら
え
て
バ
ー
ン
に

進
呈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
鷹
の
捕
獲
・
選
定
・
輸
送
を
直

接
担
当
し
た
の
は
、
や
は
り
、
Ａ
・
Ｂ
の
案
件
に
み
ら
れ
る
「
會

養
鷹
的
好
人
」
達
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
打
捕
原
房
総
管
府
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
少

な
く
と
も
鷹
に
か
か
お
る
事
柄
に
つ
い
て
は
管
轄
下
に
置
い
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
、
文
書
を
発
給
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
引
用
す
る
案
件
も
、
朧
の
選
定
と
輸
送
に
か
か
わ
る
史
料

で
あ
る
。

Ｄ
〈
納
朧
鶏
鋪
馬
〉

大
徳
八
年
四
月
十
三
日
、
欽
奉
皇
帝
聖
旨
。
「
中
書
省
官
人

達
奏
、
『
近
年
、
有
各
處
不
係
拘
模
納
原
人
戸
、
因
為
己
身

勾
常
指
納
朧
為
名
、
収
買
鷹
鶴
、
騎
坐
鋪
馬
、
取
要
分
例
、

納
到
不
堪
鷹
速
。
将
這
等
大
毎
禁
断
的
聖
旨
、
交
行
呵
、
恙

生
』
磨
道
、
奏
来
。
『
今
後
、
大
数
目
裏
的
並
諸
王
・
厨
馬

根
脚
裏
掬
模
原
鶴
的
人
戸
、
己
有
定
例
、
只
依
那
体
例
裏
、

交
送
納
来
者
。
除
這
的
外
、
不
棟
誰
、
因
為
己
身
勾
常
使
見

識
、
休
送
納
来
者
。
贈
毎
根
底
堪
中
顔
的
好
鷹
拍
有
、
行

省
、
管
城
子
的
官
人
毎
、
相
験
者
。
委
宵
好
鷹
鶴
有
呵
、
他

毎
根
底
顕
験
的
文
書
与
者
。
斟
酌
与
鋪
馬
、
交
送
来
者
』
道

来
。
這
般
宣
論
丁
、
因
自
己
的
勾
富
、
行
省
官
人
毎
、
管
城

子
的
官
人
根
底
、
不
交
頗
丁
自
意
。
差
人
的
並
送
鷹
鶴
来

的
有
罪
過
者
。
欽
此
」

大
徳
八
年
四
月
十
三
日
（
1
3
0
4
年
４
月
Ｂ
日
）
謹
ん
で

奉
っ
た
バ
ー
ン
の
お
言
葉
。
「
中
書
省
の
官
人
達
が
、
『
近
ご

ろ
各
所
で
、
〔
窓
を
〕
選
定
し
納
め
る
人
戸
で
な
い
〔
者
〕

が
、
〔
朝
廷
関
係
者
・
諸
王
・
厨
馬
の
〕
わ
た
く
し
ご
と
の

た
め
で
あ
る
の
に
、
窓
を
納
め
る
と
い
う
こ
と
を
名
目
と
し

て
、
窓
前
を
買
い
集
め
、
鋪
馬
に
乗
り
、
（
祇
唐
等
の
）
決

め
ら
れ
た
取
り
分
を
求
め
、
〔
こ
ち
ら
に
は
〕
役
に
立
た
な

い
窓
を
納
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
者
（
朝
廷
関
係
者
・
諸

王
・
厨
馬
）
　
〔
の
行
為
〕
を
禁
ず
る
と
い
う
バ
ー
ン
の
言
葉

を
お
降
し
に
な
っ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
』
と
奏
上
し
て
き
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た
。
〔
そ
こ
で
、
〕
『
今
後
は
、
朝
廷
関
係
者
・
諸
王
・
厨
馬

に
所
属
す
る
鷹
の
選
定
の
大
戸
は
既
に
決
ま
り
で
〔
数
を
〕

定
め
て
い
る
〔
の
だ
か
ら
〕
、
そ
の
決
ま
り
に
し
た
が
っ
て
、

〔
鷹
の
選
定
の
人
戸
で
な
い
も
の
達
に
鷹
を
買
い
集
め
た
り

さ
せ
な
い
で
、
良
い
朧
を
こ
ち
ら
に
〕
送
っ
て
こ
さ
せ
ろ
。

こ
の
【
朧
の
選
定
人
戸
の
者
】
以
外
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
わ

た
く
し
ご
と
の
た
め
に
悪
知
恵
を
働
か
せ
て
〔
役
に
立
た
な

い
鷹
ば
か
り
〕
送
っ
て
く
る
な
。
我
ら
に
対
し
て
一
送
る
〕

選
定
す
べ
き
良
い
鷹
が
い
れ
ば
、
行
省
と
城
市
を
管
理
す
る

官
人
達
が
、
〔
良
い
朧
か
と
う
か
を
ち
ゃ
ん
と
〕
訓
査
し
ろ
。

確
か
に
良
い
鷹
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
者
達
〔
朧
を
選
定
し
て

納
め
に
く
る
者
達
〕
に
対
し
て
、
〔
良
い
朧
で
あ
る
こ
と
を
〕

証
明
す
る
文
書
を
与
え
ろ
。
〔
そ
し
て
、
朧
の
数
を
〕
計
算

し
て
鋪
馬
を
与
え
、
送
っ
て
こ
さ
せ
ろ
』
と
言
い
わ
た
し
か
。

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
与
え
た
か
ら
に
は
、
わ
た
く
し
ご
と
の

た
め
に
、
行
省
の
官
人
達
や
城
市
を
管
理
す
る
官
人
達
に
自

分
の
都
合
を
窺
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
　
（
行
省
や
城
市
の
官
人

達
を
、
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
言
い
含
め
て
は
な
ら
な

い
）
。
〔
ま
た
、
わ
た
く
し
ご
と
の
た
め
に
わ
る
さ
を
し
で
か

し
た
場
合
は
、
朧
を
運
ぶ
〕
人
間
を
派
遣
す
る
側
も
、
〔
実

際
に
〕
朧
を
運
ん
で
く
る
者
も
、
罪
に
な
る
ぞ
。
こ
れ
を
つ

つ
し
め
」

（
『
元
典
章
』
巻
三
十
六
・
兵
部
ご
丁
駅
姑
）

　
朝
廷
関
係
者
・
諸
王
・
厨
馬
等
の
者
が
、
「
拘
模
納
唐
人
戸
」

で
な
い
者
ま
で
動
員
し
て
、
自
分
た
ち
の
た
め
に
唐
を
集
め
さ
せ

て
い
る
。
そ
の
際
、
「
こ
れ
は
バ
ー
ン
に
納
め
る
鷹
な
の
だ
」
と

ふ
れ
ま
わ
り
、
駅
貼
を
使
用
し
て
鷹
を
運
ん
で
い
た
。
バ
ー
ン
の

鷹
を
運
ぶ
の
だ
と
い
う
名
目
で
、
実
際
に
は
駅
姑
が
私
用
に
あ
て

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
Ｄ
の
案
件
は
、
朝
廷
関
係
者
・
諸
王
・
厨
馬
達
が
「
拘

模
納
鷹
人
戸
」
で
な
い
人
々
を
集
め
る
こ
と
、
良
質
の
唐
を
取
り

込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
も
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
、
私
的
な
こ
と
の
た
め
に
駅
姑
を
濫
用
し

な
い
よ
う
命
じ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
鷹
の
選
定
‘
輸
送
に
携
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
相
模
納

旅
人
戸
」
と
は
何
を
指
す
の
か
、
『
元
史
』
成
宗
本
紀
四
・
大
徳

八
年
四
月
の
条
に
、
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

甲
午
、
詔
す
、
「
朝
廷
・
諸
工
・
厨
馬
達
は
、
鷹
鶴
を
捕
え

て
進
め
る
に
皆
定
戸
有
り
。
今
白
り
、
旗
師
に
あ
ら
ず
し
て
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乗
伝
し
、
冒
進
す
る
者
は
、
こ
れ
を
罪
す
」

　
右
の
『
元
史
』
の
記
述
に
言
う
「
副
師
」
と
は
昔
宝
赤
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
年
代
・
日
付
か
ら
、
こ
の
『
元
史
』
の
詔
勅
と
Ｄ
の

案
件
と
は
符
合
す
る
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
バ
ー
ン
の
鷹
を
運
ん

だ
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
や
は
り
Ｄ
の
案
件
中
の
「
拘
模
納

鷹
人
戸
」
と
は
昔
宝
赤
の
こ
と
を
言
う
可
能
性
が
高
い
。

　
し
か
し
、
「
拘
模
納
鷹
人
戸
」
の
「
人
戸
」
と
い
う
表
記
が
気

に
掛
か
る
。
つ
ま
り
「
拘
模
納
原
人
戸
」
と
は
、
昔
宝
赤
だ
け
で

な
く
、
昔
宝
赤
の
隷
民
や
打
捕
戸
庖
房
戸
（
こ
こ
で
は
、
革
職

人
・
副
の
餌
の
供
給
者
等
の
狩
り
に
関
係
の
あ
る
職
能
集
団
を
さ

し
て
打
捕
戸
副
房
戸
と
言
う
）
等
の
戸
籍
仁
記
さ
れ
た
人
々
を
も

含
め
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら

く
既
述
の
「
會
養
原
的
好
人
」
に
つ
い
て
も
、
副
に
係
わ
り
の
あ

る
す
べ
て
の
人
員
を
含
む
表
現
で
あ
る
と
み
な
す
の
が
適
当
で
あ

ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
史
料
か
ら
、
鷹
の
選

定
・
飼
育
・
輸
送
等
の
任
務
に
関
し
て
は
、
特
定
の
人
員
が
携
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
「
會
養
鷹
的
好
人
」
　
・

「
拘
模
納
唐
人
戸
」
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
人
員
で
あ

る
が
、
原
に
関
与
す
る
人
員
に
つ
い
て
は
既
述
の
ご
と
く
、
昔
宝

赤
の
他
に
も
、
そ
の
隷
民
や
打
捕
戸
鷹
房
戸
と
い
っ
た
も
の
も
含

む
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鷹
に
か
か
わ
る
任
務
を

‥
統
括
し
て
い
た
‥
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
昔
宝
赤
の
他
に
考
え
ら

れ
な
い
。
彼
ら
昔
宝
赤
ば
、
狩
り
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
述
べ

て
き
た
よ
う
に
、
選
定
・
飼
育
・
輸
送
を
は
じ
め
と
す
る
鷹
に
か

か
お
る
す
べ
て
を
統
括
し
、
と
き
に
は
使
臣
と
な
っ
て
バ
ー
ン
の

意
向
を
現
地
に
伝
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
昔
宝
赤
な
る
怯
蔀

の
成
員
は
バ
ー
ン
に
近
侍
す
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
な
か
に
は
、

鷹
に
か
か
お
る
様
々
な
場
面
で
、
頻
繁
に
往
来
す
る
者
も
か
な
り

い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
狩
り
や
季
節
移
前
に
と
も
な
う
禁

地
内
・
行
営
地
内
で
の
往
来
も
、
彼
ら
昔
宝
赤
に
と
っ
て
重
要
な

職
掌
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
・
Ｄ
四
つ
の
史
料
は
、
昔
宝
赤
の
職
掌
を
考
え
る
う
え
で
非
常

に
重
要
な
史
料
だ
と
い
え
よ
う
。

　
昔
宝
赤
の
普
段
の
職
掌
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お

り
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
有
事
に
は
、
彼
ら
昔
宝
赤
が
軍
隊
と
し

て
組
織
さ
れ
、
戦
線
に
赴
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
も
存
在
す
る
。

『
元
史
』
阿
沙
不
花
伝
に
よ
る
と
、
乃
顔
の
乱
の
際
、
乃
顔
に
外

応
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
詰
王
納
牙
を
阿
沙
不
花
が
懐
柔
し
た
後
、

6
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こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

帝
、
乃
ち
親
征
を
議
す
。
命
じ
て
兵
を
遼
陽
に
徴
し
、
干
戸

（
の
名
）
を
以
て
昔
宝
赤
の
衆
を
帥
い
、
従
行
せ
し
む
。

　
乃
顔
に
対
し
て
親
征
を
決
意
し
た
ク
ビ
ラ
イ
は
、
遼
陽
か
ら
徴

集
し
た
昔
宝
赤
を
千
戸
長
阿
沙
不
花
に
率
い
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
記
述
は
、
『
東
方
見
聞
録
』
の
、
「
ク
ビ
ラ
イ
の
親
征
軍

は
鷹
匠
と
側
近
の
軍
人
と
か
ら
構
成
さ
れ
た
」
と
い
う
記
述
と
も

合
致
し
、
昔
宝
赤
が
軍
隊
と
し
て
組
織
さ
れ
戦
線
に
赴
い
た
こ
と

を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
昔
宝
赤
の
出
自
が
、
常

に
軍
事
に
従
い
得
る
素
質
を
備
え
た
、
遊
牧
の
民
で
あ
っ
た
こ
と

を
仄
め
か
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
ま
た
、
『
元
史
』
阿
沙
不
花
伝
に
は
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ

る
が
、
以
下
に
必
要
な
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

乃
顔
平
ら
ぐ
に
及
び
、
阿
沙
不
花
伝
は
、
大
同
・
興
和
両
郡

車
駕
の
経
る
所
に
常
り
、
（
そ
の
両
　
郡
中
に
）
帷
毫
嶺
有

り
、
数
＋
里
居
民
無
き
を
以
て
、
有
司
に
詔
し
て
嶺
中
に
室

を
作
り
、
邑
民
百
戸
を
徒
し
こ
れ
を
居
ら
し
め
、
境
内
の
昔

宝
赤
の
牧
地
を
割
き
て
耕
種
せ
し
め
て
以
て
自
ら
養
わ
し
め

ん
こ
と
を
詰
う
。
（
帝
）
こ
れ
に
従
う

　
右
の
記
述
に
は
省
略
部
分
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
詳
細
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
大
同
・
興
和
に
ま
た
が
る
帷
毫
嶺
な
る

場
所
の
近
辺
に
、
昔
宝
赤
の
牧
地
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
阿
沙
不
花
伝
の
冒
頭
に
は
、
「
世
祖
「
阿
沙
不
花
に
」
田
上

を
賜
い
、
奴
隷
を
給
し
、
興
和
の
天
城
に
居
せ
し
む
」
と
あ
る
。

興
和
の
天
城
は
ち
ょ
う
ど
大
同
と
興
和
の
中
間
に
位
置
し
、
地
理

上
の
位
置
関
係
か
ら
推
察
す
る
と
、
帷
僣
嶺
も
、
そ
の
近
辺
の
昔

宝
赤
の
牧
地
も
、
興
和
天
城
の
辺
り
に
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
も
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、
『
元
朝
期
鷹
狩
り
史
料
一
考
『
こ
』

に
引
用
し
た
『
元
典
章
』
巻
三
十
八
・
兵
部
五
・
捕
猟
・
〈
禁
擾

百
姓
〉
の
案
件
中
で
、
昔
宝
赤
が
向
か
う
「
山
後
」
と
は
、
こ
の

興
和
天
城
付
近
の
昔
宝
赤
の
牧
地
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。

　
乃
顔
の
乱
の
前
後
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
天
城
付
近
の
昔
宝

赤
の
牧
地
が
、
〈
禁
擾
百
姓
〉
の
案
件
が
降
さ
れ
た
大
徳
二
年

（
1
2
9
8
年
）
、
依
然
と
し
て
そ
の
地
に
あ
っ
た
か
否
か
を
明
ら

か
に
す
る
史
料
は
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、
興
和
の
天
城
な
ら
ば
、

ク
ビ
ラ
イ
の
行
宮
（
『
元
史
』
世
祖
本
紀
一
▽
中
統
三
年
十
二
月

の
条
「
行
宮
を
隆
興
路
に
建
つ
」
…
『
元
史
』
仁
宗
本
紀
∵
皇

一6
4

1一



慶
元
年
十
一
月
の
条
に
よ
る
と
、
「
隆
興
路
を
改
め
興
和
路
と
為

す
」
と
あ
り
、
隆
興
路
は
興
和
路
と
同
じ
で
あ
る
）
や
、
後
に
武

宗
カ
イ
シ
ャ
ン
が
築
い
た
中
都
（
『
元
史
』
武
宗
本
紀
∇
至
大

元
年
八
月
の
条
「
中
都
の
行
宮
成
る
」
…
『
中
国
歴
史
地
図
集

元
・
明
時
期
』
－
地
図
出
版
社
出
版
　
1
9
8
2
年
－
に
よ
る
と
、

中
都
は
興
和
路
高
原
の
北
西
に
位
置
す
る
）
に
ほ
ど
近
く
、
季
節

移
前
の
ル
ー
ト
か
ら
さ
ほ
ど
外
れ
て
も
い
な
い
。
加
え
て
『
事
林

廣
記
』
（
至
順
刊
本
）
巻
之
三
に
付
さ
れ
た
大
元
混
一
図
に
よ
れ

ば
、
興
和
の
天
城
は
「
居
庸
山
」
の
北
に
あ
り
、
大
都
か
ら
見
れ

ば
ま
さ
に
「
山
後
」
で
あ
る
。

　
さ
て
、
論
点
を
引
互
戻
す
な
ら
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
案
件
と

阿
沙
不
花
伝
か
ら
、
昔
宝
赤
自
ら
の
職
掌
に
か
か
わ
る
往
来
の
場

面
は
、
戦
時
の
移
動
を
加
え
、
思
っ
た
以
上
に
多
岐
に
わ
た
る
も

の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
様
々
な
移
動
の

場
面
で
、
食
糧
や
草
料
等
を
め
ぐ
っ
て
擾
民
を
な
し
た
こ
と
が
、

『
元
史
』
や
『
元
典
章
』
巻
三
十
八
・
兵
部
五
・
捕
猟
等
の
史
料

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
な
か
で
も
『
通
制
條
格
』
巻
二
十
八
’
擾
民
に
は
、
こ
う
し
た

昔
宝
赤
の
擾
民
に
関
係
す
る
案
件
が
い
く
つ
か
ま
と
め
て
修
め
ら

れ
て
お
り
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
被
害
に
あ
っ
た
民
衆
達
が
、
昔

宝
赤
に
対
し
て
集
団
で
暴
行
に
及
ん
だ
と
思
わ
れ
る
事
実
を
記
録

し
た
も
の
が
存
在
す
る
。

　
以
下
、
そ
う
し
た
昔
宝
赤
に
対
す
る
民
衆
の
集
団
暴
行
に
つ
い

て
記
し
か
案
件
の
一
つ
を
引
用
し
、
関
連
史
料
を
交
え
た
う
え
で

注
釈
を
加
え
、
本
論
を
し
め
く
く
り
た
い
。

Ｅ

至
元
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日
、
中
書
省
奏
過
事
内
一
件
。

　
「
在
先
御
史
台
官
人
毎
奏
丁
。
『
昔
宝
赤
毎
等
、
休
交
掻
擾

百
姓
者
。
百
姓
毎
根
底
、
不
採
甚
磨
休
奪
要
者
』
這
般
行

丁
聖
旨
来
。
在
後
年
時
、
良
郷
昔
宝
赤
毎
、
因
索
識
食
呵
、

雁
競
来
。
如
今
聴
得
、
又
那
般
不
具
有
。
今
年
、
因
禾
也
収

来
、
飛
放
的
時
節
、
又
似
那
般
争
競
去
也
。
『
遇
着
晩
呵
、

教
具
宿
唾
處
、
教
典
粥
飯
』
俺
這
般
行
文
書
呵
、
恙
生
。
商

量
来
」
奏
呵
、
奉
聖
旨
、

　
「
如
今
聴
得
、
索
不
得
茶
飯
有
、
再
商
量
者
」
這
般
聖
旨
有

呵
、

　
「
只
兄
吟
郎
・
木
八
剌
沙
等
奏
『
如
今
也
那
般
不
興
俺
有
』

這
般
説
将
来
」
奏
呵
、

　
「
既
那
般
呵
、
行
文
書
者
。
聖
旨
丁
也
。
欽
此
」

ｒ
Ｄ
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議
得
。

　
「
今
後
、
怯
蔀
ダ
毎
・
昔
宝
赤
毎
等
勾
常
裏
去
、
晩
了
呵
、

宿
處
・
粥
飯
・
馬
草
料
、
他
毎
根
底
披
有
的
典
者
。
値
着
風

雨
、
〔
依
〕
　
（
信
）
龍
例
鷹
食
呵
、
索
具
者
。
依
本
分
典
了
、

分
外
無
胆
例
、
使
気
力
呵
、
休
聚
衆
、
休
脈
打
。
那
人
毎
的

名
宇
記
了
、
合
属
官
司
、
㈱
告
、
申
覆
上
司
究
治
。
都
省
除

外
、
仰
遍
行
、
依
上
施
行
」

至
元
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日
（
1
2
9
3
年
Ｈ
月
2
9
日
）
、

中
書
省
が
奏
上
し
た
事
柄
の
内
の
一
件
。

　
「
以
前
御
史
台
の
官
人
た
ち
が
奏
了
し
た
と
こ
ろ
、
『
昔
宝

赤
達
は
民
衆
を
苦
し
め
る
な
。
民
衆
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

物
で
あ
れ
強
要
す
る
な
』
と
命
じ
た
バ
ー
ン
の
お
言
葉
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
収
穫
の
良
か
っ
九
地
域
の
昔
宝
赤
達

が
、
朧
の
餌
に
す
る
の
だ
と
い
う
理
由
で
〔
食
糧
等
を
〕
せ

び
り
取
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
〔
現
在
も
バ
ー
ン
の
お
言
葉
ど
お
り
、
民
衆
は
昔
宝

赤
に
食
糧
等
を
〕
提
供
し
な
い
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
今
年

は
穀
物
の
収
穫
が
あ
っ
た
の
で
、
鷹
を
放
つ
時
期
に
は
、
ま

た
〔
昔
宝
赤
達
が
〕
そ
の
時
（
収
穫
の
良
か
っ
た
地
域
で
の

例
）
の
よ
う
に
〔
食
糧
等
を
〕
せ
び
り
に
行
く
は
ず
で
す
。

〔
そ
こ
で
、
〕
『
日
が
暮
れ
れ
ば
泊
ま
ら
せ
、
食
糧
を
提
供
さ

せ
ろ
』
と
、
我
ら
（
中
書
省
）
が
文
書
を
廻
し
て
お
く
と
い

う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
、
と
協
議
い
た
し
ま
し
た
」
と
奏
上

し
て
バ
ー
ン
の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
「
今
で
も

〔
昔
宝
赤
が
民
衆
に
〕
求
め
た
と
き
、
食
糧
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
一
度
協
議
し
ろ
」
と

の
お
言
葉
で
し
た
。
〔
そ
こ
で
、
〕

　
「
只
兄
暗
朗
・
木
八
剌
沙
達
が
〔
我
々
中
書
省
に
〕
、
『
〔
民

衆
は
〕
今
も
そ
の
よ
う
に
（
以
前
の
バ
ー
ン
の
お
言
葉
ど
お

り
）
我
々
に
〔
食
糧
等
を
〕
提
供
し
な
い
で
お
り
ま
す
』
と

言
っ
て
来
て
お
り
ま
す
が
」
と
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、
「
そ
う

で
あ
る
か
ら
に
は
文
書
を
廻
せ
。
我
ら
の
言
葉
で
あ
る
。
こ

れ
を
つ
つ
し
め
」
〔
と
の
バ
ー
ン
の
お
言
葉
で
あ
っ
た
。
〕

　
〔
従
っ
て
中
書
省
は
、
以
下
の
よ
う
に
〕
協
議
し
た
。

　
「
今
後
、
怯
蔀
の
者
達
八
日
宝
赤
達
が
任
務
を
帯
び
て
〔
外

地
に
〕
赴
き
、
夜
に
な
っ
た
な
ら
、
泊
ま
る
場
所
・
食
糧
・

馬
の
草
料
に
つ
い
て
は
彼
等
（
現
地
の
民
衆
）
の
所
で
、
ち

ゃ
ん
と
あ
る
も
の
を
も
ら
え
（
決
め
ら
れ
た
分
量
を
越
え
る

物
を
強
要
す
る
な
）
。
嵐
に
遭
遇
し
た
な
ら
、
決
ま
り
通
り

の
鷹
の
餌
に
つ
い
て
は
差
し
出
す
よ
う
要
求
し
ろ
。
〔
ま
た
、

民
衆
が
一
旦
、
〕
本
分
に
従
っ
て
差
し
出
し
た
あ
と
で
（
決

６1 6　
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め
ら
れ
た
分
量
の
食
糧
や
草
料
等
を
差
し
出
し
た
あ
と
で
）
。

〔
昔
宝
赤
達
が
、
さ
ら
に
〕
決
ま
り
に
無
い
も
の
を
力
ず
く

で
奪
っ
た
と
し
て
も
、
〔
民
衆
は
〕
人
を
集
め
て
〔
昔
宝
赤

達
を
〕
殴
っ
て
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
者
達
（
力
ず
く
で
物
品

を
奪
う
昔
宝
赤
達
）
の
名
前
を
記
し
、
管
轄
の
役
所
に
申
し

出
て
、
上
級
の
役
所
と
の
間
で
文
書
を
や
り
と
り
し
て
究
明

し
ろ
。
都
省
（
中
書
省
）
は
〔
バ
ー
ン
の
お
言
葉
に
依
拠
す

る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
〕
、
〔
各
所
に
〕
命
じ
て
文
書
を
遍

く
廻
し
、
以
上
の
通
り
に
施
行
す
る
。

（
『
通
制
條
格
』
巻
二
十
八
・
擾
民
・
至
元
三
十
年
の
条
）

　
ま
ず
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
只
兄
唸
朗
と
は
『
元
朝
期
鷹
狩
り

史
料
一
考
（
一
）
』
の
〈
禁
擾
百
姓
〉
に
見
え
る
御
史
台
夫
只
兄

唸
朗
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
元
貞
元
年
（
1
2
9
5
年
）
太
僕

卿
か
ら
御
史
台
夫
に
な
る
以
前
の
記
録
は
『
元
史
』
に
残
っ
て
お

ら
ず
、
至
元
三
十
年
（
1
2
9
3
年
）
の
詳
細
は
つ
か
め
な
い
。

ま
た
、
木
八
刺
沙
に
つ
い
て
は
、
世
祖
期
か
ら
成
宗
期
に
か
け
て

上
都
留
守
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
ろ
う
。
以
上
二
名
の
案
件
中
で
の

奏
上
は
、
私
的
な
こ
と
な
の
か
、
も
し
く
は
役
職
に
絡
む
の
か
、

こ
こ
で
は
判
断
で
き
な
い
。

　
こ
の
Ｅ
の
案
件
に
よ
る
と
、
過
去
に
「
往
来
す
る
昔
宝
赤
は
民

衆
に
対
し
て
い
か
な
る
物
も
強
要
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
禁
例

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
昔
宝
赤
ば
収
穫
の
良
か
っ

九
地
域
で
食
糧
や
草
料
等
を
強
要
し
、
民
衆
と
の
間
に
な
ん
ら
か

の
事
件
が
発
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
な
ん
ら
か
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
の
案
件
の
後
半
で
禁

じ
ら
れ
て
い
る
、
昔
宝
赤
に
対
す
る
民
衆
の
集
団
暴
行
の
こ
と
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
『
国
朝
文
類
』
巻
第

二
十
五
こ
丞
相
順
徳
忠
猷
王
碑
に
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

記
述
は
、
Ｅ
の
案
件
に
お
け
る
、
「
集
団
暴
行
を
加
え
る
側
か
民

衆
で
あ
り
、
受
け
る
側
か
昔
宝
赤
で
あ
る
」
と
の
明
確
な
訳
出
の

根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。

大
同
の
民
、
群
し
て
鷹
房
と
闘
殴
し
、
二
人
を
死
せ
し
む
。

近
臣
変
を
以
て
聞
こ
ゆ
。
帝
怒
り
て
巫
か
に
王
（
順
徳
忠
猷

王
）
を
遣
わ
し
て
治
せ
し
む
、
止
だ
其
の
首
闘
な
る
も
の
を

坐
せ
し
む
。

　
順
徳
忠
鰍
工
と
は
、
さ
き
の
Ａ
の
案
件
に
登
場
し
た
暗
刺
唸
孫

答
刺
牢
の
こ
と
で
あ
る
。
大
同
の
民
衆
が
昔
宝
赤
二
人
を
撲
殺
す

る
に
及
び
、
バ
ー
ン
（
ク
ビ
ラ
イ
）
は
唸
刺
暗
孫
を
派
遣
し
て
首
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謀
者
を
断
罪
し
て
い
る
。

　
こ
の
民
衆
の
群
闘
の
記
録
は
、
乙
酉
年
（
至
元
二
十
二
年
、
西

暦
1
2
8
5
年
）
か
ら
辛
卯
年
（
至
元
二
十
八
年
、
西
暦
1
2
9

1
年
）
の
間
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
く
丞
相
順
徳
忠

猷
王
碑
の
、
引
用
部
前
後
の
記
述
か
ら
判
断
で
き
る
。
故
に
、
Ｅ

の
案
件
が
降
さ
れ
る
数
年
前
、
実
際
に
大
同
で
、
民
衆
が
昔
宝
赤

に
集
団
暴
行
を
加
え
た
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
Ｅ
の
案
件
は
こ
う
し
た
事
実
を
考
慮
し
、
昔
宝
赤
と
民
衆
の
衝

突
を
未
然
に
防
ご
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
中
書
省
の
決
定
に
よ
る
と
、
「
任
務
を
帯
び
て
往
来
す

る
昔
宝
赤
た
ち
に
は
決
め
ら
れ
た
分
量
の
食
糧
や
草
料
、
さ
ら
に

宿
泊
所
を
、
民
衆
側
か
提
供
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
昔

宝
赤
の
横
暴
に
対
し
て
も
民
衆
は
力
ず
く
の
抵
抗
に
及
ん
で
は
な

ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
中
書
省
の
決
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
昔
宝
赤
の

身
柄
の
安
全
を
お
お
や
け
に
確
保
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
る
、
と

考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
Ｅ
の
案
件
は
ほ
ん
の
一
例
で
し
が
な
い
が
、
昔
宝
赤
の
擾
民
を

禁
じ
た
い
く
つ
か
の
案
件
を
代
表
し
て
、
次
の
こ
と
を
象
徴
的
に

物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
擾
民
を
禁
じ
る
目
的
は
昔
宝
赤
の
保

護
に
あ
っ
て
、
決
し
て
民
衆
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昔
宝
赤
と
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
有
力
者
に
と

っ
て
、
文
書
を
廻
し
て
ま
で
保
護
す
べ
き
貴
重
な
人
材
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
怯
蒔
の
人
員
昔
宝
赤
ば
、
鷹
や
軍
事
に
か
か
わ
る
様
々
な
任
務

を
帯
び
て
、
中
央
か
ら
外
地
へ
と
赴
い
た
。
又
、
そ
う
し
た
移
動

の
際
に
は
し
ば
し
ば
民
衆
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
引
き
起
こ
し
た
が
、

絶
大
な
る
バ
ー
ン
の
庇
護
の
も
と
で
安
全
を
保
障
さ
れ
た
。
Ａ
か

ら
Ｅ
に
及
ぶ
案
件
か
ら
推
察
で
き
る
昔
宝
赤
の
職
掌
と
擾
民
に
ま

つ
わ
る
事
実
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
有
力
者
の
間
で
、
昔
宝
赤
達
が
い

か
に
寵
愛
を
受
け
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
鷹
に
か
か
わ
る
専

門
知
識
を
有
し
た
人
員
が
、
必
要
欠
く
べ
が
ら
ざ
る
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
鷹
狩
り
の
も
つ
、
軍
事
的
な

全
体
訓
練
と
し
て
の
意
味
合
い
も
、
も
ち
ろ
ん
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
昔
宝
赤
に
関
連
す
る
こ
れ
ま
で
の
史
料
か
ら
は
、

モ
ン
ゴ
ル
有
力
者
が
、
純
粋
な
娯
楽
と
し
て
の
鷹
狩
り
に
ど
れ
ほ

ど
心
を
寄
せ
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

８″
り
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